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2019 年 11 月 13 日 
日レセソフトご利用医療機関 各位 

（株）エネルギア・コミュニケーションズ 
日レセサポート担当 横谷 

TEL：0120-957-706 
 

令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて 
 
 令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災に関し、患者様より項番１−１や項番１−２の情報を確認することで、
保険診療として取り扱うことが可能です。 

また、項番２の期間における、患者様の診療等に係る窓口一部負担金等の支払いについては、受け取る必要は
ありません。 
 
１−１．令和元年台風第 19 号で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で次の

（１）〜（５）のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。 
（１）住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨 

※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。 
（２）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 
（３）主たる生計維持者の行方が不明である旨 
（４）主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨 
（５）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 
 
 ※厚労省のホームページより抜粋。 
 〇令和元年台風第 19 号で被災された皆様の医療機関等での窓口での支払いは不要です 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲07392.html 
 
１−２．被災に伴い保険証を紛失、または、自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等へ伝える

ことで、保険証がなくても保険医療を受けることが可能です。 
（１）氏名 
（２）生年月日 
（３）連絡先（電話番号等） 
（４）加入している医療保険者が分かる情報 

・被用者保険の場合    ＝事業所名 
・国⺠健康保険の場合   ＝住所および組合名 
・後期高齢者医療制度の場合＝住所 

 
 ※厚労省のホームページより抜粋。 
 〇保険証がなくても医療機関等を受診できます 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲06756.html 
 
２．取り扱い期間 

令和２年１月末までの診療（2019 年 1 月 31 日まで） 
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３．医療・介護の一部負担金・利用料が猶予または免除になる保険者について 
  厚労省の以下の URL よりご確認いただけます。 
  ※対象となる市町村等は、今後も更新される可能性があります。 
 
 〇医療・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者（2019 年 11 月 6 日 12 時時点） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000563851.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 / 7 

 

４．患者登録の方法 
（１）ORCA の業務メニュー「12 登録」画面より次の項目について、わかる範囲で保険情報を入力します。 
 ・「保険者番号」欄＝保険者が特例できない場合は空欄で登録します。 
 ・「保険の種類」欄＝保険者が特定できない場合であっても必ず選択します。 
  ※患者様の申告により「国保」「社保」などを選択します。 

患者様が７５歳以上の場合は「後期高齢者」を選択します。 
 ・「記号」「番号」欄＝確認できない場合は空欄で登録します。 
 
登録例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記のような主保険を登録した場合は、後日、確認が取れ次第、正しい保険情報を登録します。 
 
（２−１）負担額が「免除」の場合 

・「公費の種類」欄に「959 災害該当」と「962 免除」の２つの公費を登録します。 
 
登録例 

負担者番号 公費の種類 受給者番号 適用期間 

 959 災害該当  R1.11.11 〜 R2.1.31 

 962 免除  R1.11.11 〜 R2.1.31 
 
（２−２）負担額が「支払猶予」の場合 
 ・「公費の種類」欄に「959 災害該当」と「963 支払猶予」の２つの公費を登録します。 
 
登録例 

負担者番号 公費の種類 受給者番号 適用期間 

 959 災害該当  R1.11.11 〜 R2.1.31 

 963 支払猶予  R1.11.11 〜 R2.1.31 
 

・「適用期間開始日」＝被災後の来院日を入力します。（上記例では「R1.11.11」） 
・「適用期間終了日」＝取り扱い期間の末日「R2.1.31」を入力します。 
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（３）患者様の住所等を入力します。 
保険者の特定または公費負担者番号の確認ができない場合、レセプト摘要欄に患者様の住所や連絡先等を
記載する必要がありますので、「基本情報」タブの「住所」欄に入力します。 

 
登録例 
 

住所 7308562 広島県広島市中区大手町 ３−４−２７ 

電話 自宅 082-545-3122 連絡先 090-2157-2081 

 
 
   または「連絡先等」タブを押下し、「連絡先情報」等を入力します。 
 
登録例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）「F12 登録」ボタンを押下します。 
 
５．会計について 

画面には負担割合が表示されますが、会計時の窓口負担額は「０円」となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 / 7 

 

Ｅｘ１．レセプト記載について 

確認状況 レセプト上部および摘要欄 特記事項 一部負担金額欄 

保険者証＝確認済み 
（保険者＝特定済み） 

災１ ９６ 
免除 

または 
支払猶予 公費単独 

（負担者番号＝確認済み＆ 
受給者番号＝確認済み） 

保険者特定 
（「記号」「番号」が確認できない） 

不詳・災１ ９６ 
免除 

または 
支払猶予 

公費単独 
（負担者番号＝確認済み＆ 

受給者番号＝確認できない） 

保険者証＝確認できない 
（保険者＝特定できない） 

 
災１ 

 
（「12 登録」画面「基本情報」タブの
「住所」または「連絡先等」タブの「連
絡先情報」欄の「名称」「住所」「電話
（昼）」を登録すると、レセプト摘要欄
の先頭に自動記載されます） 
 

９６ 
免除 

または 
支払猶予 

公費単独 
（負担者番号＝確認できない） 

該当月のレセプトに保険診療分と 
災害該当分が混在する場合 

 
災２ 

 
（災害前の診療に関する一部負担金等
をレセプト摘要欄に【非減免対象分の
一部負担金】として、レセプト摘要欄
の先頭に自動記載されます） 
 

９７ 
免除 

または 
支払猶予 
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Ｅｘ２．レセ電記録内容について（下記内容がレセ電に自動記載されます。） 

保険者特定 
（「記号」「番号」が確認できない場合） 

保険者レコードの記録内容 

〇被保険者証の「保険者番号」を記録する 

〇「記号」は記録しない 

〇「番号」に「999999999（９桁）」を記録する 

保険者が特定できない場合 

保険者レコードの記録内容 

〇「保険者番号」に「99999999（８桁）」を記録する 

〇「記号」は記録しない 

〇「番号」に「999999999（９桁）」を記録する 

公費負担者番号が確認できない場合 
公費レコードの記録内容 

〇「負担者番号」に「法別２桁＋888888（６桁）」を記録する 

公費受給者番号が確認できない場合 
公費レコードの記録内容 

〇「受給者番号」に「9999999（７桁）」を記録する 

「不詳」と記載する場合 
コメントコードの記録内容 

〇摘要情報の先頭に「不詳」を記録する 

「災１」と記載する場合 

共通レコードの記録内容 

〇レセプト特記事項に「96」を記録する 

保険者レコードの記録内容 

〇減免区分を記録する 

コメントコードの記録内容 

〇摘要情報の先頭に「災１」を記録する 

「不詳・災１」と記載する場合 

共通レコードの記録内容 

〇レセプト特記事項に「96」を記録する 

保険者レコードの記録内容 

〇減免区分を記録する 

コメントコードの記録内容 

〇摘要情報の先頭に「不詳・災１」を記録する 
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「災２」と記載する場合 

共通レコードの記録内容 

〇レセプト特記事項に「97」を記録する 

保険者レコードの記録内容 

〇減免区分を記録する 

コメントコードの記録内容 

〇摘要情報の先頭に「災２」を記録する 

〇【非減免対象分】の診療に関する一部負担金等を記録する 

保険者の特定または公費負担者番号の 
確認ができない場合 

コメントコードの記録内容 

〇摘要情報の先頭にコメントレコード「810000001」を使用し、
「12 登録」画面「基本情報」タブの「住所」または「連絡先
等」タブの「連絡先情報」欄の「名称」「住所」「電話（昼）」
の登録内容を記録する 

 
以上 


